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第１章 区域施策編の基本的事項 

１．計画の目的 
近年、地球温暖化に起因する気候変動及びその影響が国内外で現れており、各地で被

害が増加しています。2015 年パリ協定からの流れを受け、世界各国で 2050 年までのカ

ーボンニュートラルを目標とする動きが広がっており、日本政府も 2020 年 10 月、2050

年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルを宣言し、脱炭

素に向けて大きく舵を切りました。さらに、2021 年 4 月には、2030 年度において温室

効果ガス 46％削減（2013 年度比）を目指すこと、さらに 50％の高みに向けて挑戦を続

けることも表明しています。 

2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、公共（事務事業）、産業、運輸、民生

等のあらゆる分野で地域の強みを活かして脱炭素化に取組むことが重要とされており、

特に地域における再生可能エネルギーの導入拡大が重要であると考えられています。 

北島町の地方公共団体実行計画（事務事業編）においては、現在第 4 次計画の計画期

間として事務事業に係る温室効果ガス排出量削減の取組を進めています。また、令和 3

年 10 月にゼロカーボンシティを宣言しており、区域全体として徹底した省エネルギー

化や再生可能エネルギーの利用拡大、建築物のネット・ゼロ・エネルギー化等、あらゆ

る取組をとおして 2050 年のカーボンニュートラルを目指しているところです。 

このような情勢をふまえ、北島町の有する豊かな自然環境や住環境を活かした「地域

や環境の特性と脱炭素施策との融合性」等を重視し、地域資源を活用した産業振興の促

進、分配所得の増加等に資するよう、個々の施策や中長期的な方針の明示、他計画との

横断的取組等について整理し、計画の基本となる考え方や方針を示すとともに、地球温

暖化の原因である温室効果ガス排出量の削減を推進していくため、町全体の地球温暖化

対策実行計画（区域施策編）を策定します。 
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２．計画の位置づけ 
本計画は、「地球温暖化対策推進法」で規定する、地方公共団体実行計画において、

温室効果ガスの排出量の抑制等を行うための施策に関する事項を定める計画であり、気

候変動適応法や地球温暖化対策計画等をふまえ、北島町の上位計画や関連計画との整合

を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 1.2-1 計画の位置づけ 
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３．北島町の 2050 年将来ビジョン 
北島町の地域脱炭素を実現するためには、温室効果ガス排出量の削減だけでなく、環

境・経済・社会の地域課題を解決し、統合的な向上を図りながら取り組みを進めていく

ことが重要です。このためには、住民・事業者・北島町が同じ将来ビジョンを共有し、

その達成に向けた施策展開、取り組みを進めていくことが必要です。 

本計画では、北島町の将来ビジョンとして、「快適で暮らしやすいゼロカーボンシテ

ィきたじま」を掲げ、以下に示す 4 つの柱とともに、北島町の多様な地域資源を活かし

た取り組みを実施していきます。 

 

「快適で暮らしやすいゼロカーボンシティきたじま」 
（１）地域資源を活かした再生可能エネルギーの活用 
（２）家庭部門・産業部門等の省エネの推進 
（３）運輸部門のエネルギー転換・省エネの推進 
（４）他地域との連携・環境意識の醸成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●将来ビジョン 

図 1.3-1 将来ビジョン 
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４．計画期間及び基準年度 
本計画は、2024 年度（令和 6 年度）から 2030 年度（令和 12 年度）までの 7 年間を

計画期間として、目標達成に向けた取組を設定します。また、地球温暖化対策には中長

期的な視点が重要であるため、長期目標年として 2050 年（令和 32 年）を設定します。

また、取組の進捗状況や社会情勢をふまえ、2030 年度をはじめ約 5 年毎に計画の見直

しを図るものとします。 

また、本計画における基準年度は、国及び県の計画に準拠し、2013 年度（平成 25 年

度）とします。 

 

 

５．対象範囲 
本計画における対象範囲は、北島町の実情をふまえ、把握可能かつ対策・施策が有効

である部門分野として、北島町内のエネルギー起源の二酸化炭素（産業部門、業務その

他部門、家庭部門、運輸部門）、非エネルギー起源の二酸化炭素(廃棄物分野 一般廃棄

物の焼却処分に伴う排出)とします。 

 

 

６．対象とする温室効果ガス 
本計画において対象とする温室効果ガスは、北島町の実情をふまえ、把握可能かつ対

策・施策が有効である温室効果ガスとして、二酸化炭素を対象とします。 

 

 

７．温室効果ガスの削減目標 
本計画における、北島町の温室効果ガス削減目標は、町のゼロカーボンシティ宣言、

及び国や県の削減目標をふまえ次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.7-1 温室効果ガスの削減目標

 

2013年度比

47％削減
カーボンニュートラル

CO2排出量
実質ゼロ

2050年

CO2削減
目標

2030年度
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第２章 地球温暖化の国内外の動向 

１．気候変動の影響 

（１）地球温暖化とは 
地球は太陽からの放射エネルギーで暖められる一方、地表面から太陽の熱（赤外

線）を宇宙空間に放出しています。そのうちの一部が、大気中に存在し熱を逃がし

にくい性質を持つ二酸化炭素やメタン等の温室効果ガスによって吸収され、地球は

人間や動植物にとって快適に過ごしやすい気温に保たれています。 

しかし、この温室効果ガスが増えすぎると、地表面からの赤外線が必要以上に大気

中にとどまり、地球上の平均気温は上昇してしまいます。これが地球温暖化といわ

れる現象です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（https://www.jccca.org/） 

 

 

（２）地球温暖化の影響 
地球温暖化による気候変動は、人間の生活や自然、陸上や海の生態系に様々な影響

を与えています。近年、世界で顕在化している気温上昇、平均降水量の変化や極端

な降水、乾燥、破壊的な台風や発達した低気圧、海面上昇、海の酸性化等により、

災害の多発、さらに食料生産や健康被害等の面において人間社会への影響が観測さ

れ始めています。 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第 6 次評価報告書によると、2100 年に

は 1900 年の気温より「5.7℃上昇」し、世界の平均海面水位が「2ｍ近く上昇」する

可能性があるとしています。  

図 2.1-1 
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極端な気温 平均降水量の変化
極端な降水

海面上昇 海の酸性化破壊的な台風、
発達した低気圧

乾燥傾向
注1）

注2）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注 1）21 世紀末に最大で 5.7℃上昇の可能性がある（1850 年～1900 年を基準とした変化） 

注 2）最悪の場合、21 世紀末には世界の平均海面水位が 2m 近く上昇する可能性が排除できない

（1900 年を基準とした変化） 

 
地球温暖化と私たちの暮らし・未来 2021 年 3 月（2023 年 3 月改訂）【授業スライド】 

テーマ１：地球温暖化の影響（環境省）より作成 

 

（２）温室効果ガスの種類 
温室効果ガスの種類は、地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）において、

化石燃料の燃焼等に伴う「二酸化炭素」、農業や畜産、廃棄物等から出る「メタ

ン」、一酸化二窒素等、全部で 7 種類のガスが定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：地球温暖化と私たちの暮らし・未来 2021 年 3 月（2023 年 3 月改訂）【授業スライド】 

テーマ２：地球温暖化の基礎知識（環境省）  

図 2.1-2 地球温暖化の影響 

表 2.1-1 地球温暖化の影響 
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２．地球温暖化対策をめぐる国内外の動向 
・1997 年（平成 9 年）12 月に、COP3 において、「京都議定書」が採択され、先進国による

具体的な温室効果ガス削減を達成する数値目標と目標達成期間が合意されました。翌年、

国内では「地球温暖化対策推進法」が制定されました。 

 

・1998 年（平成 10 年）10 月、「地球温暖化対策の推進に関する法律」が公布されました。 

 

・2015 年（平成 27 年）7 月に、国は「長期エネルギー需給見通し」を発表し、2030 年の

電源構成の内、再生可能エネルギーは 22～24％とすることとしました。 

 

・2015 年（平成 27 年）7 月に、国は 2030 年度の温室効果ガス削減目標を 2013 年度比で

26.0％減とする「日本の約束草案」を決定しました。 

 

・2015 年（平成 27 年）9 月に、「国連持続可能な開発サミット」（ニューヨーク開催）にお

いて、2016～2030 年までの国際目標として「持続可能な開発目標（SDGs）」を含む「持

続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。 

 

・2015 年（平成 27 年）11 月に、国は気候変動による様々な影響に対する取組を計画的か

つ総合的に推進するため、「気候変動の影響への適応計画」を策定しました。 

 

・2015 年（平成 27 年）12 月に、COP21 において、2020 年以降の温室効果ガス排出削減等

のための新たな国際的枠組みである「パリ協定」が採択されました。 

 

・2016 年（平成 28 年）4 月から、電力の小売が全面自由化され、消費者は電力会社や料金

メニューをライフスタイルや価値観に合わせて自由に選択できるようになりました。 

 

・2016 年（平成 28 年）5 月に、国は「地球温暖化対策計画」を策定し、目標及び目標達成

のための国や地方公共団体が講ずべき施策等を示しました。 

 

・2017 年（平成 29 年）4 月から、都市ガスの小売が全面自由化され、消費者はガス会社を

ライフスタイルや価値観に合わせて自由に選択することができるようになりました。 

 

・2017 年（平成 29 年）11 月、COP23 でパリ協定の実施ルールを策定し、「タラノア対話」

を 2018 年から開始することを決定しました。 
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・2018 年（平成 30 年）6 月 13 日に、国は「気候変動適応法」を公布し、同年 11 月に「気

候変動適応計画」を策定しました。また、同法に基づき「地域気候変動適応計画策定マ

ニュアル」が作成され、計画策定に当たっての標準的な手順等が示されました。 

 

・2018 年（平成 30 年）12 月、「気候変動適応法」が施行されました。 

 

・2019 年（令和元年）6 月 11 日、我が国は「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦

略」を閣議決定しました。この戦略では最終到達点としての脱炭素社会を掲げ、それを

野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指すことが示されました。 

 

・2021 年（令和 3 年）4 月 22 日、地球温暖化対策推進本部及び気候サミットにおいて、国

は、2050 年カーボンニュートラルに向けて、「2030 年度において、温室効果ガスを 2013

年度から 46％削減することを目指します。さらに、50％の高みに向け、挑戦を続けてま

いります」という、従来の目標を 7 割以上引き上げる野心的な目標を発表しました。 

 

・2021 年（令和 3 年）10 月 22 日、「地球温暖化対策計画」を閣議決定し、2050 年までに

温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち、「2050 年カーボンニュートラ

ル」の実現を目指す、さらに、2050 年目標と整合的で野心的な目標として、2030 年度に

温室効果ガスを 2013 年度から 46％削減することを目指し、さらに、50％の高みに向け

て挑戦を続けていく。」ことを表明しました。また、低炭素社会実行計画による高い成長

性を維持しながらの温室効果ガス削減実績を踏まえ、産業界における対策の中心的役割

として、引き続き事業者による自主的取組を進めるとされました。 

 

・2021 年（令和 3 年）11 月 8 日、経団連は「経団連カーボンニュートラル行動計画」を公

表しました。 

 

・2022 年（令和 4 年）10 月から 11 月、COP26 においてパリ協定 6 条（市場メカニズム）

をはじめとする重要な交渉議題で合意に至り、パリ協定ルールブックが完成しました。 
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３．地球温暖化対策をめぐる北島町の動向 
・2021 年（令和 3 年）10 月、2050 年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す 

『ゼロカーボンシティ』宣言を行いました。 

 

  

図 2.3-1 ゼロカーボンシティ宣言 
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＜地球温暖化対策をめぐる関連計画＞ 

・2018 年（平成 30 年）3 月、「北島町地球温暖化対策実行計画」を改定し、「北島町地球温

暖化対策実行計画（第 4 次計画）」としました。 

北島町では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、町の事務事業に伴う温室

効果ガスの排出量の削減等の取組に関する「北島町地球温暖化対策実行計画」を策定し

ています。第 3 次計画（計画期間：2013 年度～2017 年度）が期間満了となったことか

ら、取組状況や国の動向等を踏まえ、温暖化対策の更なる取組推進を目的として第 4 次

計画に改定したものです。 

 

・2018 年（平成 30 年）9 月、「北島町都市計画マスタープラン」を一部改訂しました。 

 

・2020 年（令和 2 年）3 月、「北島町国土強靱化地域計画」を策定しました。 

 

・2020 年（令和 2 年）9 月、「北島町緑の基本計画」を改定しました。 

 

・2022 年（令和 4 年）3 月、「北島町第 5 次振興計画（後期計画）」を策定しました。 

北島町では、平成 28 年に「北島町第 5 次振興計画」を策定し、各種施策、事業を行って

まいりました。まちづくりの基本理念や将来像、及び基本方針を掲げる「基本構想」と、

取り組むべき具体的な施策や事業を体系的に示した「基本計画」から構成されており、

町を取り巻く情勢の変化等を鑑み「後期基本計画」を策定したものです。 

 

・2022 年（令和 4 年）5 月、環境省の「地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のた

めの計画づくり支援事業（第 1 号事業の 1）」に採択され、同年 7 月から 2023 年（令和

5 年）1 月の間、北島町再生可能エネルギー導入促進検討委員会を 3 回開催し、北島町

再生可能エネルギー導入目標を策定しました。 

 

・2023 年（令和 5 年）5 月、環境省の「地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のた

めの計画づくり支援事業（第 1 号事業の 3）」に採択され、同年 6 月から北島町公共施設

等への太陽光発電設備等の導入調査を行っています。 

 

＜北島町の地球温暖化対策に関連する事業＞ 

・太陽光発電システム等普及促進補助事業 

・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス普及促進補助事業 

・電気自動車等普及促進補助事業 
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第３章 北島町の現況 

１．地域特性 

（１）自然 
① 位置と地勢 

北島町は、徳島県の北東部、吉野川下流に発達した三角州のほぼ中央部に位置し、

北は鳴門市、南は徳島市、東は松茂町、西は藍住町に接しています。吉野川の旧河

道である旧吉野川、今切川が町全体を抱えるようにして流れており、本町は「ひょ

うたん形」の川中島となっています。 

町域面積は 874ha で、既存の樹林地としては社寺境内地の樹林等以外は見当たらな

い地域です。丘や山は無く標高 1m から 2m 程度の平坦な平野が広がっています。 

徳島県の北東部は日本の気候区上、瀬戸内海気候区と南海気候区とにまたがってお

り、本町の気候は、両者のほぼ中間の型といえます。降水は夏季に多く冬季に少な

い傾向があり、気温は温和で海陸風等海岸地域特有の現象が見られます 引用 1)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図 3.1-1 位置と地勢 

引用 1：「北島町第５次振興計画」（平成 28 年 3 月, 北島町） 
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② 気象 

a. 気温 
北島町の気温に関して、徳島地方気象台徳島観測所では、1992 年（平成 4 年）以

降、年平均気温が上昇傾向にあります。猛暑日（日最高気温が 35℃以上の日）及び

真夏日（日最高気温が 30℃以上の日）、夏日（日最高気温 25℃以上の日）、熱帯夜

（日最低気温が 25℃以上）はいずれの値もわずかながら増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 
 

気象庁 HP（アメダス 徳島観測所）より作成 

図 3.1-2 年平均気温の経年変化（徳島地方気象台） 

 

 

 

 

 

 

 
 

気象庁 HP（アメダス 徳島観測所）より作成 

図 3.1-3 猛暑日（日最高気温が 35℃以上の日）の日数の推移（徳島地方気象台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象庁 HP（アメダス 徳島観測所）より作成 

図 3.1-4 真夏日（日最高気温が 30℃以上の日）の日数の推移（徳島地方気象台） 
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気象庁 HP（アメダス 徳島観測所）より作成 

図 3.1-5 夏日（日最高気温 25℃以上の日）日数の推移（徳島地方気象台） 

 

 

 

 

 

 

 
 

気象庁 HP（アメダス 徳島観測所）より作成 

図 3.1-6 熱帯夜（日最低気温が 25℃以上）の日の日数（徳島地方気象台） 

 

 

b. 降水量 
北島町の降水量に関して、1992 年（平成 4 年）以降の徳島地方気象台徳島観測所

における年降水量、1 時間最大雨量および日降水量 100mm 以上の日数はいずれの値も

わずかながら増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 
 

気象庁 HP（アメダス 徳島観測所）より作成 

図 3.1-7 年降水量の推移（徳島地方気象台） 
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気象庁 HP（アメダス 徳島観測所）より作成 

図 3.1-8 各年における 1 時間最大雨量の推移（徳島地方気象台） 

 

 

 

 

 

 

 
 

気象庁 HP（アメダス 徳島観測所）より作成 

図 3.1-9 日降水量 100mm 以上日数（徳島地方気象台） 

 

 

c. 日照時間 
北島町の日照時間に関して、徳島地方気象台徳島観測所では、1992 年（平成 4

年）以降、年合計で 1,813～2,387 時間となっています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

気象庁 HP（アメダス 徳島観測所）より作成 

図 3.1-10 日照時間（年合計） 
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d. 日射量 
全天日射量（地上の水平面に全天から到達する太陽からの日射量）に関しては、新

エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の年間月別日射量データベース

（MONSOLA-11）によれば、月平均全天日射量（1981～2009 年の平均値）は 8.3～

20.4MJ/m2となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日射量データベース閲覧システム 年間月別日射量データベース（MONSOLA-11）「月平均斜面日射量」

（NEDO）より作成 

図 3.1-11 月平均全天日射量 
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e. 土地利用 
北島町の土地利用は表 3.1-1 及び図 3.1-12 とおり、約 58.4％が建物用地となって

います。 

表 3.1-1 北島町の土地利用の割合 

土地利用区分 割合 

田 16.3％ 

その他の農用地 3.6％ 

森林 0.0％ 

荒地 0.0％ 

建物用地 58.4％ 

道路 0.2％ 

鉄道 0.1％ 

その他の用地 8.4％ 

河川地及び湖沼 13.1％ 

ゴルフ場 0.0％ 

 

「国土数値情報（土地利用細分メッシュデータ）」（国土交通省）

（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L03-b-v3_1.html）より作成 

 

注 1）単位未満の値で四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも 100％とならな

い場合があります。 
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図 3.1-12 北島町の土地利用図  
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f. 農林業関連 
北島町の総土地面積は 874ha であり、そのうち耕作面積は 204ha（田：154ha、

畑：50ha）となっています。（表 3.1-2 参照） 

また、北島町には農業用ため池に該当するものはありません注 1）。 

 

表 3.1-2 農林業に係る面積 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総土地面積、林野面積は 2020 年農林業センサス、耕作面積、耕作放棄地は「令和 3 年度の目

標及びその達成に向けた活動計画」（令和 3 年 4 月 1 日現在）より作成 

 

注 1）徳島県ホームページ, 「徳島県ため池通信」, 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/nogyo/5050602/ 

（参照 2022-09-20） 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目
面積

（ha）

総土地面積 874

林野面積 -

　国有林 -

　　林野庁 -

　民有林 -

　　独立行政法人 -

　　公有林 -

　　私有林 -

現況森林面積 -

森林以外の草生地面積 -

森林計画による森林面積 -

耕地面積 204

　田耕地面積 154

　畑耕地面積 50

耕作放棄地（遊休農地） 0.4

北島町の農業の概要
温暖な気候を生かした早期米を中心とした米作りや、
町の基幹作物である食用かんしょ（サツマイモ）、レンコン等
の生産が盛んです。
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（２）経済 
① 地域経済循環分析 

「北島町の地域経済循環分析」より、2018 年の所得循環構造を見ると、生産面で

は、「化学」が最も付加価値を稼いでおり、次いで「小売業」、「住宅賃貸業」、「保健

衛生・社会事業」となっています。また、生産額では「化学」が最も多くなってい

ます。 

一方、支出面では、エネルギー代金及び投資の域外流出が大きくなっており、域内

の額の約 1 割強程度となっています。 

産業別エネルギー消費量に関しては、「卸売業・小売業」が最も多く、次いで、「化

学工業（含石油石炭製品）」、「その他サービス」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用：地域経済循環分析（環境省） 

 

図 3.1-13 北島町の所得循環構造（2018 年） 
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引用：地域経済循環分析（環境省） 

図 3.1-14 北島町の産業別生産額 

 

 

 
引用：地域経済循環分析（環境省） 

図 3.1-15 北島町の産業別エネルギー消費量 
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単位：人

産業別 種　別 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

農　業 369 324 255 253 250

林　業 2 1 0 2 4

漁　業 1 1 3 4 8

鉱　業 1 1 1 3 -

建設業 913 816 714 729 733

製造業 2,381 2,067 1,962 2,077 2,122

電気・ガス・熱供給・水道業 45 39 46 34 28

運輸・通信業 546 572 606 564 572

卸売・小売業・飲食店・宿泊業 2,007 2,275 2,253 2,162 2,191

金融・保険業 281 237 264 243 247

不動産業 105 108 135 168 182

サービス業 2,646 3,002 2,989 3,337 3,590

公　務 434 442 444 453 454

分類不能の産業 83 66 252 359 299

第一次産業

第二次産業

第三次産業

a. 産業の状況・産業構造（産業別就業者数等） 
令和 2 年の国勢調査によると、北島町は「サービス業」の従業者数が最も多く、次

いで「卸売・小売業・飲食店・宿泊業」、「製造業」となっています。期間内では大

部分の業種において、平成 27 年度に比べ従業員数が増加しており、特に「サービス

業」（253 人増）、「製造業」（45 人増）、「卸売・小売業・飲食店・宿泊業」（29 人増）

等において従業員数の増加が大きくなっています。 

 

表 3.1-3 産業別就業人口 

c 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

「平成 12 年～令和 2 年国勢調査」（総務省）より作成 
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表 3.1-4 産業別事業所・従業員数 

 
単位：事業所数（箇所）、従業員数（⼈） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「徳島県統計書 平成 21 年～平成 28 年」（徳島県政策創造部 統計データ課 統計情報担当）より作成 

 

  

平成21年 平成24年 平成26年 平成28年

事業所数 3 3 3 3
従業者数 41 36 36 40
事業所数 - - - -
従業者数 - - - -
事業所数 86 77 71 73
従業者数 665 513 485 528
事業所数 60 52 51 49
従業者数 1,269 1,278 1,256 1,300
事業所数 4 1 3 -
従業者数 20 2 17 -
事業所数 7 4 3 4
従業者数 43 34 29 34
事業所数 24 22 22 22
従業者数 812 925 645 594
事業所数 267 241 243 257
従業者数 2,270 1,889 2,213 2,330
事業所数 16 16 16 18
従業者数 205 189 196 267
事業所数 56 59 60 61
従業者数 179 204 219 202
事業所数 26 20 20 23
従業者数 214 191 194 171
事業所数 89 82 81 82
従業者数 783 604 653 571
事業所数 101 92 96 97
従業者数 513 426 361 311
事業所数 43 35 51 39
従業者数 294 151 354 157
事業所数 74 68 88 81
従業者数 1,177 1,226 1,501 1,383
事業所数 4 4 4 3
従業者数 48 45 56 41
事業所数 54 51 49 47
従業者数 481 489 495 449
事業所数 6 - 6 -
従業者数 273 - 206 -
事業所数 920 827 867 859
従業者数 9,287 8,202 8,916 8,378

総　数

公務（他に分類されるものを除く）

サービス業（他に分類されないもの）

複合サービス事業

医療・福祉

教育・学習支援業

生活関連サービス業・娯楽業

宿泊業・飲食サービス業

学術研究・専門・技術サービス業

不動産業・物品賃貸業

製造業

建設業

鉱業・採石業・砂利採取業

農林漁業

金融業・保険業

卸売業・小売業

運輸業・郵便業

情報通信業

電気・ガス・ 熱供給・水道業
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b. 生産量及び生産額 
「徳島県の統計情報（徳島県市町村民経済計算 令和元年度徳島県市町村民経済計

算推計結果 2.統計表）」（徳島県）によると、北島町の令和元年度の総生産額は

「製造業」が最も多く、次いで「卸売・小売業」、「不動産業」、「保健衛生・社会事

業」となっています。 

また、令和元年度の産業別の対前年度増加率は、第一次産業においてマイナスとな

っていますが、第二次産業では 10％のプラス成長となっています。 

 

表 3.1-5 経済活動別町内総生産 

単位：百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

「令和元年度 市町村民経済計算推計結果」（徳島県ホームページ 徳島県の統計情報 年次・周

期統計 徳島県市町村民経済計算 令和元年度徳島県市町村民経済計算推計結果 2.統計表）, 

file:///C:/Users/16000513.002/Downloads/R1nenpou.pdf（2022-09-20 参照）より作成  

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

農林水産業 477 510 454 414 478 538 513 456 445

第一次産業　計 477 510 454 414 478 538 513 456 445

鉱業 - - - - - - - - -

製造業 12,558 10,589 12,360 15,406 18,905 21,876 19,824 28,071 29,921

建設業 4,439 4,570 6,362 3,368 5,681 4,908 5,272 4,153 5,564

第二次産業　計 16,997 15,159 18,722 18,774 24,586 26,784 25,096 32,224 35,485

電気・ガス・水道・
廃棄物処理業

686 659 707 648 616 613 644 645 635

卸売・小売業 6,518 7,571 8,818 10,420 12,548 12,646 12,842 12,534 12,740

運輸・郵便業 4,444 4,790 5,199 4,810 4,811 4,881 4,861 5,077 4,963

宿泊・飲食
サービス業

1,424 1,314 1,338 1,377 1,353 1,503 1,579 1,561 1,451

情報通信業 1,640 1,718 1,770 1,842 1,830 1,844 1,789 1,782 1,798

金融・保険業 1,937 2,033 2,081 2,047 2,196 2,056 2,137 2,131 2,226

不動産業 8,561 8,893 9,391 9,543 9,592 9,525 9,514 9,392 9,473

専門・科学技術・
業務支援サービス業

3,725 3,577 3,668 3,989 4,274 4,315 4,240 4,114 3,950

公務 2,872 2,783 2,751 2,765 2,891 2,880 2,969 3,153 3,236

教育 1,776 1,755 1,809 1,818 1,861 1,844 1,879 1,960 2,004

保健衛生・社会事業 6,692 6,943 7,116 7,146 7,591 7,864 7,747 7,804 7,998

その他のサービス 3,767 3,661 3,676 3,675 3,751 3,738 3,789 3,796 3,587

第三次産業　計 44,042 45,697 48,324 50,080 53,314 53,709 53,990 53,949 54,061

一次

二次

三次

年度産業
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表 3.1-6 名目経済成長率（産業別の対前年度増加率） 

単位：％ 

 

 

 

 

 

 

 
  
注）総生産は「輸入品に課される税・関税」、「（控除）総資本形成に係る消費税」を加えたもの 

 

「令和元年度 市町村民経済計算推計結果」（徳島県ホームページ 徳島県の統計情報 年次・周

期統計 徳島県市町村民経済計算 令和元年度徳島県市町村民経済計算推計結果 2.統計表）, 

file:///C:/Users/16000513.002/Downloads/R1nenpou.pdf（2022-09-20 参照）より作成 

 

  

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

第一次産業 - 6.9 -11.0 -8.8 15.5 12.6 -4.6 -11.1 -2.4

第二次産業 - -10.8 23.5 0.3 31.0 8.9 -6.3 28.4 10.1

第三次産業 - 3.8 5.7 3.6 6.5 0.7 0.5 -0.1 0.2

総生産 - -0.2 10.2 2.7 13.0 3.3 -1.7 8.9 3.7

一次+二次+三次 - -0.2 10.0 2.6 13.2 3.4 -1.8 8.8 3.9

年度
産業
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② 都市構造・交通体系、インフラ 

a. 北島町内の公共交通 
北島町内を運行している公共交通は表 3.1-7 のとおりです。 

町内では、バスが主な公共交通機関となっており、徳島バス株式会社が町内及び近

隣市町との間を運行しています。また、町内限定で社会福祉法人北島町社会福祉協

議会が運営する福祉バスが運行しています。 

地域自主運行バス「応神ふれあいバス」が町内の南部で徳島市地域自主運行バス等

支援事業として運行されています。 

 

表 3.1-7 北島町内を運行する公共交通 

令和 4 年 10 月時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参考 1：社会福祉法人北島町社会福祉協議会ホームページ（http://kitajima-

shakyo.org/sp/office01.html、令和 4 年 10 月閲覧） 

参考 2：徳島市ホームページ徳島市地域自主運行バス等支援事業

（https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/kurashi/koutsu/kotsu/jishuunko_bus/chiik

ijisyuunkosien.html、令和 4 年 10 月閲覧） 

参考 3：徳島バス株式会社ホームページ（https://www.tokubus.co.jp/、令和 4 年 10 月閲覧） 

 

  

種類

28　鍛冶屋原線
徳島駅前・フジグラン前・北島
役場前

280 北島藍住線
徳島駅前・フジグラン前・北島
役場前

21・23　鳴門線
（老門経由小鳴門橋発着便）

徳島駅前・老門・松茂

25　鳴門線
（老門・空港経由ウチノ海発着便）

徳島駅前・老門・広島

33　立道線
徳島駅前・フジグラン前・北村
団地・立道

38　グリーンタウン線
徳島駅・フジグラン前・北島役
場前・吉野川病院前・グリーン
タウン

100・101　鳴門藍住線
（ショッピングリゾートライン）

ゆめタウン徳島・フジグラン
前・松茂・徳島阿波おどり空港

町内ぐるぐる福祉バス

北島町総合庁舎・ハローズ北島
中央店・キョーエイ北島店北
側・阿波銀行北島支店・フジグ
ラン北島・とくしま生協コープ
北島東側

福祉バス
老人福祉センター・きたじま田
岡病院・フジグラン北島・藤本
クリニック・キョーエイ

地域自主運行バス キョーエイ北島店ルート
藤田荘・北吉成会館前・日建工
業前・清水歯科・キョーエイ北
島店

空港タクシー有限会社

有限会社JIタクシー

スクールバス 緑バス
四国学院大学認定こども園・北
島町役場

路線バス

路線名・駅名等

タクシー
（一般法人）

介護タクシー

一般乗用

徳島バス株式会社

運行事業者

社会福祉法人
北島町社会福祉協議会

運行：東丸タクシー有限会社
運営：応神ふれあいバス運行協議会

有限会社JIタクシー

有限会社介護サービス藤井

四国大学付属認定こども園

福祉バス




